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発行 駅家東交流館 

福山市駅家町法成寺１２７０ 

℡.９７２－４８４２  

e-mail  ekiyahigashi-krk@ 
city.fukuyama.hiroshima.jp 

       

場○ 所 ５月７日 （火）  

定  員 13：30 集合 

集合場所 駅家東交流館（駐車場は限られていますので、 

            乗り合わせでお願いします。） 

定  員 20 人  ※雨天の場合は交流館 2階です 

行  先 服部大池公園 

講  師 本
もと

 恭治
きょうじ

さん アクティブスペース ビビット 

（健康運動指導士・健康運動実践指導者・介護予防運動ト

レーナー・NCA認定コンディショニングインストラクター） 

持 参 物 汗ふきタオル、水分補給の飲物 

申 込 先 ４月３０日（火）まで 

駅家東交流館（☎９７２－４８４２） 

そろそろ暖かくなっている季節だと思います。

焦らず・走らず・ゆっくりと歩いていきましょう。 

●日 時 ４月４日（木） 

 ９：３０～１１：３０ 

●場 所 駅家町法成寺または万能倉地域周辺 

●定 員 １５人 

●持参物 汗ふきタオル、水分補給の飲物 

●申 込 ４月３日（水）まで 

駅家東交流館（☎９７２－４８４２） 

 

補償制度の概要 

本市では、市民活動に参加した人（市外に住所を有する者を含む）が活動中にけがを

したり死亡したりした場合や、指導者が行事の参加者などに損害を与えた場合に適用さ

れる「福山市市民活動総合補償制度」を設けています。保険料は全額、市が負担します。 

補償制度の対象者 

市内に活動の拠点を置く自治会（町内会）、まちづくり推進委員会、老人会、子ども

会、体育会、ボランティア団体など 

※ボランティア団体等の市民活動団体については、まちづくりサポートセンターまた

はまちづくり推進課へ登録が必要です。（社会福祉協議会登録団体は、登録不要です。） 

補償制度の対象となる活動 

市民活動団体等が行う地域社会活動、青少年健全育成活動、環境保全活動、防犯・防

火・防災活動、社会福祉、社会奉仕活動、保健衛生活動などで、継続的、計画的または

臨時の公益性のある無報酬の活動を対象とします。 

※政治、宗教、営利及び自己のために行う活動や親睦行事などは対象となりません。 

 毎年、4月・５月には環境衛生活動の「みぞ掃除」「みち削り」を各町内会で実施され

ていると思います。その時の保険として福山市には補償制度があります。詳しい内容は、

福山市ホームページのまちづくり推進課「市民活動総合補償制度」にあります。 
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― 暮らしに 福祉に いきる税 ― 

一緒にしませんか みんなで健康づくりの活動 

2024年度（令和 6年度）  

運動普及推進員、食生活改善推進員 養成講座募集案内 
 

福山市では、健康づくりのための「運動」・「食生活」を地域に広めるボランティアを養成しています。

あなたも一緒に活動しませんか？ 
  

講座名 運動普及推進員養成講座 食生活改善推進員養成講座 

受講期間 

（月1回程度） 

2024年（令和 6年）7月 

～2025年（令和 7 年）2月 

2024年（令和 6年）6月 

～2025年（令和 7 年）3月 

対象 

20歳～おおむね 74 歳の福山市民 

※講座修了後、「運動普及推進員」または「食生活改善推進員」として基本は、お

住いの小学校区でボランティア活動ができる人。 

実施場所 福山すこやかセンター（福山市三吉町南二丁目１１番２２号）など 

受講料 無料 

申込方法 

本人が直接電話で 2024年（令和 6年）4月 1日（月）～5月 10日（金）まで

に申し込んでください。 

※受講決定者には、講座案内を講座開始約１か月前に郵送します。 

申込み・ 

問合わせ先 
福山市健康推進課   ☎ (084)928‐3421 

 

 

 飼い犬のフンをそのまま放置しておくと、不衛生で他の人に迷惑をかけたり、不快な

思いをさせたりします。犬を散歩させるときには必ずスコップやポリ袋などの回収用具

を用意し、フンを持ち帰りましょう。 
 

道路や公園もみなわが家です。 

みんなのまちを美しくしましょう。 


